
 

大田区成年後見制度利用支援事業 

（報酬助成制度）について 
 

 

大田区では、大田区長、本人、配偶者及び四親等以内の親族が、法定後見の

申立てをして被後見人等となった方のうち、後見人等の報酬を負担することが

困難な方を対象に報酬に係る費用を助成しています。 

※被後見人等とは、成年被後見人・被保佐人・被補助人のことをいいます。 

※後見人等とは、成年後見人・保佐人・補助人のことをいいます。 

 

 

 

報酬助成申請時に被後見人等が、大田区内に住所を有する方（介護保険法によ

る保険者や生活保護法の保護の実施機関等が大田区長である場合を含む）で、

次のいずれかに該当する方 

（１）後見人等の報酬を負担することにより、収入が生活保護法による保護の

基準により算定した最低生活費以下となり、かつ、預貯金等が 50 万円以

下の方 

（２）生活保護法に定める被保護者（ただし、被保護者が累積金等を保持して

いる場合においては、福祉事務所長と協議する。） 

（３）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている

方 

※上記に該当する方でも、資産・預貯金等の状況により助成できない場合が

あります。 

※大田区以外の自治体又は団体の実施する制度で助成される場合は、対象と

なりません。 

※大田区に住所を有する方のうち、介護保険法による保険者や生活保護法の

保護の実施機関等が大田区長以外である場合は、対象となりません。 

※親族等（配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族）が後見人等の場合は、

対象となりません。 

 

 

 

家庭裁判所が決定した報酬額。 

ただし、月額の上限は 2８,000 円（後見等監督人の場合は 14,000 円）、 

月数の上限は 12 か月です。 

 

 

 

１.対象者 

 

２.助成金額 

 

≪裏面へ続く≫ 



 

 
 

家庭裁判所の報酬付与の審判決定の日の翌日から起算して 60 日以内 に

申請してください。 

 

 

 

申請にあたっては、下記の連絡先一覧へ事前にご相談ください。 

  ※大田区長申立ての方は、被後見人等の区長申立て時の担当課 

  ※本人、配偶者及び四親等以内の親族の申立ての方は、本人の居所を管轄

する担当課 

※担当課が不明な場合は福祉管理課までお問い合わせください。 

 

≪連絡先一覧≫ 

【高齢者】 

地域福祉課  

 

高齢者地域支援担当 

大 森 ０３（５７６４）０６５８ 

調 布 ０３（３７２６）６０３１ 

蒲 田 ０３（５７１３）１５０８ 

糀谷・羽田 ０３（３７４１）６５２５ 

 

【知的障がいのある方】 

地域福祉課 

 

知的障害者支援担当 

大 森 ０３（５７６４）０７１０ 

調 布 ０３（３７２６）６０３２ 

蒲 田 ０３（５７１３）１５０７ 

糀谷・羽田 ０３（３７４１）６５２６ 

 

【精神障がいのある方】 

地域福祉課 

 

 精神障害者支援・難病医療費助成   

（こころの健康相談）担当 

大 森 ０３（６４３６）８７５０ 

調 布 ０３（６４２５）７５５５ 

蒲 田 ０３（６４２４）５０４０ 

糀谷・羽田 ０３（６４２３）８８９２ 

 

 

３.申請について 

 

４.お問い合わせ先・申請先 
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